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地域の将来と利用者の視点に立ったローカル鉄道の在り方に関する提言（令和４年７月）

＜目的＞

人口減少社会の中で、デジタル田園都市国家構想の実現にも資する、将来に向けた利便性と持続可能性の高い地域モビリ
ティへの再構築に向けて、鉄道事業者と沿線地域が危機認識を共有し、相互に協力・協働しながら、輸送サービスの刷新に取
り組むことを可能とする政策のあり方等について、自由に議論を行い、検討する。

＜委員＞

◎竹内健蔵 東京女子大学現代教養学部国際社会学科経済学専攻教授

・板谷和也 流通経済大学経済学部教授 ・加藤博和 名古屋大学大学院環境学研究科教授

・羽藤英二 東京大学大学院工学系研究科教授・宮島香澄 日本テレビ放送網（株）報道局解説委員

・森 雅志 富山大学客員教授（前富山市長）※鉄道事業者、自治体関係者等はオブザーバー参加

検討会について

提言抜粋

Ⅵ 今後取り組むべき方向性
（１）関係者の果たすべき役割・責任
（略）
国と地方自治体は、現状維持のための単純な欠損補助という思考ではなく、公共交通としての利便性や持続
可能性の向上が図られ、まちづくりや地域振興への貢献等の公共政策的観点から公的関与が必要不可欠と認め
られる場合には、地域の特性に根差したより利便性と持続可能性の高い輸送サービスの実現に向けた実効性ある
支援を行っていくことが適当と考えられる。
（略）

（４）公共交通再構築の方策
（略）地域公共交通はまちづくりの骨格となるものであり、・・（略）・・輸送モードが効果的に機能するよう、都市
計画や立地適正化計画等の都市政策上の方針との整合性を確保するべきである。
（略）
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◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ

コンパクト・プラス・ネットワークの取組を推進する計画制度

立地適正化計画 （市町村が作成）（H26創設）

【改正都市再生特別措置法】

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ

〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

立地適正化計画

連携

好循環を実現

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

地域公共交通
計画

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

地域公共交通計画 （市町村・都道府県が作成）

（従前の地域公共交通網形成計画制度：H26創設）

【改正地域公共交通活性化再生法】

①地域公共交通利便増進実施計画

ダイヤ・運賃等の調
整による公共交通
サービスの改善

②地域旅客運送サービス継続実施計画

従来の公共交
通機関に加え、
地域の輸送資
源の総動員によ
る移動手段の維
持・確保

○路線バス等の維持が困難な場
合に、地方公共団体が、関係
者と協議の上、公募により代
替する輸送サービス（コミュニティ
バス、デマンド交通、タクシー、自家用有

償旅客運送、福祉輸送等）を導入

○路線等の見直し
○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等

◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公共交通
ネットワークの形成の促進
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○ 平成26年にコンパクト・プラス・ネットワークのための立地適正化計画及び地域公共交通計画の計画制度を創設

⇒ 居住機能や都市機能の誘導と連携して、公共交通の改善と地域の輸送資源の総動員による持続可
能な移動手段の確保・充実を推進



■まちづくりの観点から公共交通の充実に資する取組を位置付け■誘導区域と公共交通利便性強化路線

【施策事例】生活利便施設の立地支援

〇 厚木市は立地適正化計画と地域公共交通計画を一体の計画（コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画）として作成

〇 片道１日30 本以上のバスが運行するバス路線を「公共交通利便性強化路線」として位置付け、各軸の居住地や

生活利便性の立地状況などを踏まえ、居住誘導区域とも連動させた施策を推進

⇒ 立地適正化計画と地域公共交通計画を一体的に策定し、双方の計画に基づく取組を即地的・

具体的に定めた上で連動して実施している事例も存在

特徴として、

・公共交通軸の位置づけ（バ
ス停、サービスレベル）

・交通結節点となる中心部の
駅周辺の拠点整備

・都市の骨格となるバス強化
路線沿線の生活利便施設
の立地支援

等の即地的・具体的な取組を
位置付けている

立地適正化計画に公共交通軸が有機的に位置づけられた事例【神奈川県厚木市】
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出典：厚木市コンパクトプラスネットワーク推進計画


